
 
 

 
 

江

戸

川

区

認

可

外

保

育

施

設

に

お

け

る

保

育

料

の

助

成

に

関

す

る

条

例

 

 
（

目

的

）

 
第

一

条
 

こ

の

条

例

は

、

認

可

外

保

育

施

設

に

お

け

る

保

育

料

の

一

部

を

助

成

す

る

こ

と

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

保

護

者

の

負

担

の

軽

減

を

図

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

 

（

用

語

の

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 

一

 

乳

幼

児

 

小

学

校

就

学

前

の

者

を

い

う

。

 

二

 

保

護

者

 

乳

幼

児

と

同

一

の

世

帯

に

属

し

、

認

可

外

保

育

施

設

に

対

し

当

該

保

育

料

を

納

入

し

た

者

を

い

う

。

 

三

 

認

可

外

保

育

施

設

 

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

第

三

十

五

条

第

四

項

の

規

定

に

基

づ

く

認

可

を

受

け

て

い

な

い

保

育

施

設

の

う

ち

、

東

京

都

知

事

が

定

め

る

要

件

を

満

た

し

、

か

つ

東

京

都

知

事

が

認

証

し

た

保

育

所

又

は

江

戸

川

区

長

（

以

下

「

区

長

」

と

い

う

。

）

が

定

め

る

要

件

を

満

た

し

、

か

つ

区

長

が

認

定

し

た

保

育

室

を

い

う

。

 

 

（

助

成

の

対

象

者

）

 

第

三

条

 

助

成

の

対

象

と

な

る

者

は

、

江

戸

川

区

内

に

住

所

を

有

し

、

月

百

六

十

時

間

以

上

の

保

育

が

必

要

な

乳

幼

児

を

有

す

る

者

で

あ

っ

て

、

認

可

外

保

育

施

設

に

入

所

す

る

当

該

乳

幼



 

児

（

以

下

「

入

所

児

童

」

と

い

う

。

）

の

保

護

者

と

す

る

。

 

 
（

助

成

額

）

 
第

四

条
 

区

長

は

、

助

成

額

を

月

ご

と

に

算

出

し

、

月

の

初

日

に

在

籍

し

て

い

る

入

所

児

童

一

人

に

つ

き

、

保

護

者

に

対

し

一

万

円

を

助

成

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

助

成

の

申

請

）

 

第

五

条

 

前

条

に

規

定

す

る

助

成

を

受

け

よ

う

と

す

る

保

護

者

（

以

下

「

申

請

者

」

と

い

う

。

）

は

、

区

長

が

別

に

定

め

る

期

間

に

申

請

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

助

成

の

決

定

）

 

第

六

条

 

区

長

は

、

前

条

の

規

定

に

基

づ

く

申

請

が

あ

っ

た

と

き

は

、

そ

の

内

容

を

審

査

の

う

え

助

成

の

可

否

を

決

定

し

、

申

請

者

に

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

助

成

金

の

返

還

）

 

第

七

条

 

区

長

は

、

偽

り

そ

の

他

不

正

の

手

段

に

よ

り

助

成

金

の

交

付

を

受

け

た

者

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

助

成

金

の

全

部

又

は

一

部

を

返

還

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

（

委

任

）

 

第

八

条

 

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

別

に

区

長

が

定

め

る

。

 

  
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 



  
（

説

明

）

 

世

帯

収

入

が

減

る

中

で

、

認

可

外

保

育

施

設

に

お

け

る

保

育

料

に

つ

い

て

、

区

が

助

成

す

る

こ

と

に

よ

り

保

護

者

の

負

担

軽

減

を

行

い

、

も

っ

て

子

育

て

支

援

の

充

実

を

図

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

  


